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第６回医療裁判外紛争解決（ＡＤＲ）機関連絡調整会議 

議事録 

 

日時：平成２４年３月２９日（木） 

１４：００～１６：００ 

場所：厚生労働省専用第１５・１６会議室（１２階） 

 

○医療安全推進室長 

定刻になりましたので、ただいまから第６回「医療裁

判外紛争解決（ADR）機関連絡調整会議」を開催させてい

ただきます。 

 本日は、お忙しい中、当会議に御出席いただきまして

誠にありがとうございます。 

 本日の出欠ですが、今田構成員、徳田構成員及び和田

構成員から御欠席との連絡をいただいております。また、

徳田構成員の代理としまして古賀様に御出席いただいて

おります。 

 また、前回の会議での御意見の中で、医療従事者側の

参加が少ないのではないかというような御指摘もありま

して、そういったことも踏まえまして、今回より日本医

師会の高杉常任理事にも御参加いただくことになりまし

たので、御紹介させていただきます。 

 

○高杉構成員 

 高杉です。よろしくお願いします。 

 

○医療安全推進室長 

 また、オブザーバーで御出席いただいております最高

裁判所事務総局民事局第二課長が交替されましたので、

御紹介いたします。福田課長様です。 

 

○福田第二課長 

 ２月３日付で最高裁判所民事局第二課長に着任いたし

ました福田と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

○医療安全推進室長 

 それでは、以降の進行につきましては、山本座長よろ

しくお願いします。 

 

○山本座長 

 本日は、お集まりいただきましてありがとうございま

す。 

 それでは、まず本日の資料につきまして、事務局の方

から確認をお願いいたします。 

 

○医療安全推進室長 

 お手元の配付資料について確認させていただきます。 

本日の議事次第と座席表のほかに、資料１としまして、

第５回の会議の議事録。 

 それから、日本医師会より御提出いただきました資料

２－１といたしまして、「医療事故調査制度の創設に向

けた基本的提言について」。 

 資料２－２、「『医療事故調査に関する検討委員会』

答申に関するアンケート調査集計結果」。 

 資料３、「医療ADRのあり方をめぐって」。中村構成

員より提出いただきました資料で、こちらの方は構成員

の皆様にお配りいたしました資料に不備がございました

ので、今、差し替えさせていただきます。 

 資料４といたしまして、山田構成員より御提出いただ

きました「医療ADRの機能と構成について」。 

 そのほか、参考資料１としまして、「医療裁判外紛争

解決（ADR）機関連絡調整会議開催要綱」。 

 参考資料２といたしまして、「医療事故に係る調査の

仕組み等のあり方に関する検討部会開催要綱」。 

 以上でございます。不備がございます場合にはお知ら

せください。 

 資料１につきましては、前回の議事録でございますけ

れども、既に皆様には御確認をいただきまして、厚生労

働省のホームページに掲載しているものでございますが、

何かございましたら、またお知らせください。 

以上です。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。 

 特に資料の欠落等はございませんでしょうか。 

 参考資料２については、ごく簡単に事務局の方からそ

の趣旨を御説明いただいた方がいいように思います。 

 

○医療安全推進室長 

 最後の参考資料２でございますけれども、医療事故に

係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会というこ

とで、医療の質の向上に資する無過失補償制度等のあり

方に関する検討会の検討課題の一つである、医療事故の

原因究明と再発防止の仕組み等の在り方について検討を

行うということで設置したものでございます。 

 検討課題としましては、医療事故に係る調査の仕組み

の在り方、再発防止のための仕組みの在り方ということ

で、構成員につきましては、めくっていただきました方

に一覧がございます。 

 ２月15日に第１回を開催いたしまして、第２回を本日

午前中に開催したところでございます。こちらの方の議

論も関連しているかと思いますので、紹介させていただ

きました。 

 

○山本座長 

 よろしゅうございましょうか。 

 それでは、本日の議題の方に入らせていただきます。 

前回の会議では、新しい東京三弁護士会の方式の特徴に
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つきまして西内構成員から御説明いただき、その後、医

療ADRに対する御意見を有床診療所連絡協議会代表委員

であります前田構成員と、患者の代表として佐々木構成

員、宮脇構成員からお話をいただいたところであります。 

今回も前回に引き続きまして、構成員から医療ADRに対

する御意見という形で、高杉構成員、中村構成員、山田

構成員にそれぞれお話をいただき、その後、引き続き意

見交換を行いたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 初めに、今回から御参加いただいていきなり御報告い

ただくということで、大変恐縮ではございますが、高杉

構成員の方からお話をお願いしたいと思います。 

 

○高杉構成員 

 日本医師会の高杉でございます。 

 ４月１日が選挙でございまして、私はそこにおるかど

うかわかりませんけれども、御存じのとおり、医療事故

調査委員会は、話がとんざしてからもう一度議論を練り

直しました。その提言を世に問いました。その内容が資

料２－１でございます。 

 それから、それに対して全国の医師会、これは小さな

医師会まですべて問い合わせまして、その意見をまとめ

たものが資料２－２であります。 

 それで、先ほど午前中の会議でもちょっと御紹介した

んですけれども、政権が変わって、医療事故調査委員会

は大綱案まで行ったんですが、ストップしてしまいまし

た。それではいけない。これに至る議論の内容は非常に

有意義でありましたし、医療不信がこれ以上続いてはい

けませんし、それでは、それに応えるものはいかにある

べきか、何とかいろんな議論を重ねまして、その答申を

まとめています。 

 その内容は大きく分けて、医療安全をとにかく文化に

しよう。診療所に至るまで医療安全にしっかりと取り組

むんだ。その中で、日ごろから安全に取り組むんだけれ

ども、何か不都合なことが起こったときには医療事故調

査委員会をきちんと立ち上げましょう。これは診療所レ

ベルまで立ち上げる。診療所で不可能なときには、これ

は地区医師会、県医師会、大学、あるいは機関が応援し

て、とにかくその解明をきちんとして防止につなげよう

というような意味で、すべての医療機関に院内の事故調

査委員会を設置するとうたっています。むしろ診療所ま

で要らないのではないかという意見もありましたけれど

も、とにかくやるんだということでうたっています。 

 それから、モデル事業がなかなかはかばかしく進んで

いませんけれども、やはりきちんとした第三者的な調査

機関が要るだろうということで、日本内科学会から日本

医療安全調査機構に変わりましたけれども、それを柱に

するような思想で第三者機関を立ち上げましょうとうた

っています。 

 そういうことならば、医療関連死をどうするのか。こ

れはきちんと調査機構が、第三者機関がきちんと調査し

て答えるというような仕組みをしなければいけない。そ

の前段階として、院内事故調査委員会ができるだけ、で

きる限り、力の限り、きちんとした回答を素早く、迅速

に患者さんたちにお答えする、その仕組みがないと、第

三者機関をつくっても意味がない。勿論、できるだけ解

剖も進め、Aiもやり、いろんなデータもきちんと整理し

て御説明し、なおかつ不満・不信のあるときには第三者

機関に判断していただくというようなことをうたってお

ります。 

 そして、この第三者機関はすべての医療機関が賛成し

ますし、それから、病院団体あるいは大学病院会議等で

話し合って進めていきたいと思っています。 

 11ページですけれども、「４．医師法21条の改正を行

う」。これをきちんとするためには、すぐに答えが出ま

せん。24時間以内に届けろということでありますが、医

療関連死はちょっと別の形にしなければいけないと思い

ます。 

 それで、警察に届けて、警察が入ってきますと、これ

は事故防止にもつながりませんし、我々の自律的な取組

みでそれを答えていくということにしないといけないん

だろう。勿論、犯罪・故意は警察に届けるとしても、そ

れ以外の処理は、医療関連死は我々がきちんとやるとい

う仕組みを提案したいということであります。 

 「５．ADRの活用を推進する」。各地区医師会には医師

賠償責任保険制度がありますけれども、これだけではや

はり患者さんに敷居が高いだろう。それでは、今、弁護

士会が取り組まれているADR、あるいは茨城県医師会が、

医療側が第三者に立ってきちんとするADRの制度、これ

も非常に参考になりますけれども、各県独自にいろんな

取組みがあるわけですが、それを有機的にやりながら、

なおかつ弁護士会がやっているADRも視野に入れながら、

この中にADRという項目を、今まで医師会が必ずしも挙

げてこなかったところを注目して取り上げるようにして

います。 

 それから、できればこれは財源の問題で、勿論、どう

いう人と提携するとか、いろんな問題がございますけれ

ども、患者救済制度は立ち上げたいと思います。それを

柱にこの報告書をつくったわけですが、これを全国に取

ったアンケートが資料２－２にございます。 

 「１ 院内事故調査委員会の設置について（設問１）」

で、いろんな御意見がございます。無償診療所まではと

てもできないというような意見がありますけれども、何

らか工夫をしてやろうという医療界の姿勢、医師会の姿

勢がこの表に出ていると思います。患者さんに迅速に、

きちんと隠し事なく説明する、あるいは日ごろからきち

んと医療安全に取り組むという姿勢に対して協力的であ

ります。 

 「２ 第三者機関の設置について（設問２）」で、こ

れも早くやってくれということがほとんどであります。
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一部に、今の医療安全支援センターに設けるというよう

な意見もございましたけれども、これはいわゆる設置の

思想が違いますので、これは第三者機関を立ち上げると

いうことで、いろいろと問題の提起はありますけれども、

おおむね賛成ということであります。 

 「３ 医師法21条の改正について（設問３）」で、こ

れは法医学のガイドライン、1994年に出されましたけれ

ども、いわゆる拡大解釈が大きな混乱を引き起こしてお

りますが、医療関連死に関しては、我々はきちんと調査

するから、24時間の届け出は、この第三者機関に届けた

らいいのではないかというような提案で出しております。

ただ、医師法21条の改正は非常に難しいので、拡大解釈

をもとに戻すべきだというような意見もございます。 

 11ページでありますが、「４ ADRの活用について（設

問４）」については、大多数が賛成であります。中に否

定的な意見とか、こうやった方がいいのではないかとい

う意見はございますけれども、おおむね患者さんの要望

に応えるような姿勢が出ています。 

 「５ 患者救済制度の創設について（設問５）」につ

いても、当然、何らかのものを設けるべきである。ただ、

どの範囲にするか、あるいはその財源をどうするかとい

うような問題点が指摘されておりますけれども、患者さ

んのために是非これをつくりましょうということであり

ます。 

 それから18ページから、これは同じ趣旨で聞いており

ますけれども、都道府県医師会、郡市区医師会別の回答

状況を、別の視点で分析したものです。内容はほとんど

同じです。 

 以上でございます。我々医療界も、大学・病院団体と

それぞれ話し合いを持ちながら前向きに、今までの医療

事故対応を新しくつくり直していくという視点で頑張り

ますので、よろしく御理解のほどをお願いいたします。 

以上です。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。 

医療事故の調査、届け出、そして紛争解決、全体にわた

る包括的な形で御意見をいただけたかと思います。とり

わけ、この我々の会議の主題であるADRとの関係では、

この資料２－２の11ページ以下、各医師会に対するアン

ケート調査で、言わば各地のそれぞれ生の声のようなも

のがいろいろ出ていて、基本的にADRの推進には大多数

が賛成しておられるということで、個別の意見もなかな

か興味深いものがあるように拝見いたしました。 

 いろいろと御質問等おありかと思いますが、先ほど申

し上げましたように、御質問・御意見等については全体

の御報告が終わってからということでお願いしたいと思

いますので、引き続きまして、中村構成員の方からお話

をお願いいたします。 

 

○中村構成員 

 それでは、資料３、後から配付されました５枚物のレ

ジュメに基づいて少し御報告させていただきます。 

 テーマが「医療ADRのあり方をめぐって」ということ

でございますが、私自身の基本的な立場とスタンスを最

初にお話ししておきますと、ずっと私はさまざまな、医

療以外のADRに関わってまいりまして、平成19年に、前

回、東京三弁護士会の医療ADRの御報告がございました

けれども、その立ち上げ後、私は第二東京弁護士会に所

属しておりますが、そこで第１回期日までの調整を行う

手続管理者、あるいはあっせん人という形でケースを担

当させていただきました。そういう経験を踏まえて、ほ

かのADRとの比較の視点から「医療ADRのあり方をめぐ

って」ということで少しお話しさせていただければと思

っております。 

 レジュメに沿いまして、少し私自身の問題意識をお話

しさせていただきますが、やはり基本的な出発点といた

しましては、どういう視点で医療ADRというものをとら

えていくことが必要なのかということがあるかと思いま

す。 

 問題は大きく２点あるかと思います。 

 １点目は、やはり医療ADRというものを考えたときに、

その範囲をどこまでのものとして想定して考えておくか

という問題です。通常、医療ADRといいますと、例えば

弁護士会の医療ADRのように第三者機関として弁護士会

が設置し、それにあっせん人が１～３人という形で関与

して、中立的に手続を進めていくというふうな、いわゆ

るあっせんとか調停という、その場面を想定した手続を

医療ADRというふうに呼んでいるかと思います。 

 ただ、特に医療の場合、やはりそれでは少し狭過ぎる

のではないかと思います。といいますのは、その理由は

後ほど申し上げますけれども、結論から申し上げますと、

もうちょっと第三者ADR、そういった通常ADRと呼ばれて

いるものに申立てが来るまでの、それ以前の段階をもう

ちょっとしっかりとフォローしていく必要があるのでは

ないかという観点です。 

 具体的には、まずは病院の中で事故等が起こった場合

の初期対応という部分に関して、やはり病院の中でそう

いう問題を相談できる、いわゆる相談の体制、あるいは

最近は院内のメディエーションというような形で行われ

ている試みが紹介されていますが、そういう取組み。そ

ういう院内での直接的な、第１次的な初期対応というも

のの重要性がやはりしっかりと認識され、そういうもの

をトータルとしてADRの仕組みの一端として考えておく

ということが必要なのではないか。そして、そういう院

内の手続・相談やADRと、院外のこういった第三者のADR

との連続性とか連携、そういうものの在り方もやはり一

つの大きな論点になるのではないかと思います。 

 更に突き詰めて言えば、それ以前の問題として、もと

もと病院内でのコンプライアンスの在り方の問題、更に
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は一人ひとりの医療関係者の意識の問題、つまり日常診

療の過程で、患者や家族とのコミュニケーションがどう

いうふうに行われているのか。そこでのコミュニケーシ

ョン不全が実は事故というような形で出てきた場合に、

やはりそういういろいろな思いを引き起こして、医療者

への大きな苦情や不満へとつながっていく。ですから、

院内のコミュニケーションの在り方自体も併せて検討し

ておく必要があるのではないか。 

 そういうような形で、トータルに問題をとらえ直して

いくということが重要なのであり、そういった医療に関

わる当事者の意識の問題、そして医療の紛争の特性、そ

ういうものに応じて、多様で広範、この多様というのは、

次に挙げますいろんなADRの在り方があっていいのでは

ないかという意味での多様という部分と、そういうもの

を前提としたいろいろなモデル、これまで随分いろいろ

な各地の取組みが紹介されてきましたけれども、そうい

うものをどういうふうに併存させ、しかもその中でいろ

いろ問題を共有し、あるいは新たに問題を創設し、そし

て解決に結び付けていくのかといった視点。そして、最

初の医療者の意識の問題から、最後は第三者のADRとい

うような形で、連続したものとして広範な、トータルな

モデルとして医療ADRというものを考えておく必要があ

るのではないかというのが第１点目でございます。 

 第２点目は、医療ADRの実情ということからは、先ほ

ど申しましたように、いろいろな取組みがこれまで紹介

されてまいりました。弁護士会主導型、先ほどの茨城の

例のような医師会の関与型、あるいは千葉の取組みのよ

うな独立型というような形でそれぞれの試みがなされて

いて、そういうようなもの自体は、ADRというものはもと

もと利用者主権と社会的実験主義であると私は思ってお

りまして、つまり利用する人がどういうものを求めてい

るのかという視点が第１。そして、ADRというものは制度

というよりは一つの運動であって、いろんな試みが多様

に行われていく、その中から育っていくものであるとい

うふうに認識していますので、今のADRの現状というの

は、そういう意味ではそういう流れに即したものである

と思っています。 

 ただ、そうは言ってみても、これは前回の最後の方の

議論で少し出たところだと思いますけれども、それぞれ

の相互の関係とか役割分担とか、あるいはまだ十分議論

されていない問題、そういったようなものに関して十分

分析をしていくということが大事であって、大体いろい

ろ報告をしていくときにはこういうことをやっているん

だという積極面がどうしても中心になりがちですけれど

も、逆にこういうことがやられていないんだということ

での分析も今後の課題としては大事な観点なのではない

かと思います。 

 そういう意味で、医療ADRということで、この協議会

で取り上げる対象は、どちらかといいますと第三者ADR

を中心としたものとして想定されるのは当然なのかもし

れませんが、そういうバックボーンをしっかり見据えた

上での議論が、まず１つ大事ではないかと思います。 

 第２として、やはり医療ADRの特徴と問題点をしっか

り把握しておくことが重要なのではないかという問題意

識でございます。この点は、特に私は、最初に申し上げ

ましたように、ほかのいろんな建築とか、弁護士会の多

様な紛争とか、その他さまざまな、いろいろなADRに関

わってまいりましたけれども、特に医療というものはそ

ういうほかの紛争に比べてない特質がある。そこに焦点

を絞って、それを前提としたシステムなりを考えていか

ないとうまく機能していかないのではないかということ

でございます。 

 そこで何点か指摘させていただきましたが、１点目は

患者・家族の方の思いの深さと多様なニーズへの対応が

必要なタイプのADRであるということでございます。こ

れはこれまでの議論でも何度か出てきていると思います

けれども、事故が起こった場合、何が真実であるのか、

なぜ事故が起こってしまったのか、あるいはなぜ医療者

はそういう対応をとったんだろうかといったような、そ

ういういろいろな疑問、そういうものが患者・家族の中

に湧き上がってきて、それは非常に解明への強い欲求、

先ほど事故調査委員会等のお話もありましたけれども、

そういうものの背景にはそういうニーズが強く影響して

いるように思います。そして、医療者に対して非常に深

い思いを持たれるということが、特にほかのADRに比べ

たら大きな特徴であろうかと思います。 

 そうした解明への要求・欲求や深い思いというのは、

決して法的な問題へ収束するということにいきなりなる

のではなくて、それ以前の段階で、やはりそういう解明

への欲求や深い思いに対して直接的に対応できるような

システムが必要なのではないか。それは別に、法的なニ

ーズには当然とどまらないわけでございます。法的なニ

ーズにとどまるのであれば、それは訴訟その他の紛争処

理システムで対応可能なわけですが、それで対応が困難

であるからこそADRが議論されている。やはり根本的に、

何が重要かということを直接的にとらえられるような仕

組みとしてのADRを医療について考えていく必要がある

のではないかというのが第１点でございます。 

 ２点目は、医療の専門性とか不確実性がもたらしてい

くものをしっかり見据えていくということだと思います。

やはり医療というものは非常に専門的である。それから、

どうしてもまだ解明不能な部分での不確実性がある。当

然、事実認定とか法的判断は非常に難しくなってくる、

複雑になってくる。そういう場合に、当然、そこの中で

は必ずしも医療の専門性、あるいは法的専門性によって、

それが十分解明されていく、納得できるものとして示さ

れていくわけではない。そういう状況の中で、患者・家

族の方はそういった医療の専門性、あるいは法的専門性

の前に立ち尽くすしかないという現実があるのではない

かと思います。 
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 その場合に、これは医療者であれ、法の専門家であれ、

その専門性を言い訳にしないと言うと言葉がわかりにく

いかもしれませんが、やはりこれは専門的に難しいんだ

からというようなことではなくて、法的にはこうだから、

あるいは医療的にはこうだからということだけではなく

て、やはり当事者の持っていく苦情とか不満に対して、

その専門性ということだけでそれを解き明かしていくこ

とには当然限界があるんだろうと思いますので、そうい

うものをどういうふうにしたらわかりやすいものにして

いけるんだろうか。あるいは対話が可能になっていくの

であろうかというようなところをもう少し解明していく

ような部分を持ったADRというものがそもそも期待され

ているのではないかと思います。 

 ３点目は、コミュニケーションの機能の回復のために

ADRに求められる役割というわけですが、これは医療ADR

がよく言われることですけれども、そういう医療ADRの

場で説明をしてほしい、あるいは謝罪をしてほしいとい

った、法的なニーズではないさまざまな要求・欲求が示

されていくわけですが、それはやはりコミュニケーショ

ンが十分行われていなかったものをもう一回回復してい

く。そして、その中から一旦壊れてしまった信頼関係を

もう一回、限られた限度においてかもしれませんけれど

も、それを話し合いの場という中で再構築していくとい

うような試みとして考えられていく、そういう目的に資

する仕組みとしてのADRというものをやはり１つ想定し

ておく必要があるのではないかと思います。 

 ４点目で、これも非常に大事な点ですけれども、やは

り法的な責任の問題をどういうふうに考えておくのかと

いうことが１つあるだろうと思います。少なくとも、現

状のADRの中で、これまで行われている試みの中で見て

まいりますと、やはり法的な問題が争点になってくる。

それは事実認定の問題であれ、あるいは法的な判断の問

題であれ、そういう問題の難しさがあるケースの場合に

はなかなかADRでは解決が困難であるというふうな形で、

それは損害賠償責任保険の存在とか、あるいは病院の組

織としてのいろいろな特性の問題であるとか、さまざま

な理由があるかもしれませんが、必ずしも十分に機能し

ているとは言えない。その部分をどういうふうに、それ

はADRの役割から外してしまうのか。いや、そういうも

のも取り込んで、先ほど御紹介があった事故調査委員会

との調査の結果等も踏まえて、そういうものも取り込ん

だような形の中でのADRの仕組みを考えていくのか。こ

れは非常に重要な、大きな論点であろうかと思います。

その点で、そして、もしそういうことを取り組んでいく

んだとしたら、そのトータルのシステムをどういうふう

に構築していくことが可能なのかということが１つあろ

うかと思います。 

 最後に、これは先ほどもちょっと御紹介しましたが、

私のケースなどを扱った経験からして、やはり第三者ADR

に来た段階では患者・家族と医療者との間の信頼関係が

大きく崩れているというケースも多々あるのではないか

と思われます。つまり、当事者間の交渉が暗礁に乗り上

げて、信頼関係が破壊されてしまって、そこからもう一

回、それを再構築していくということの難しさで、結果

的にはそれは数字としては、医療者側に応諾してもらえ

ないというような形で現れたり、あるいは応諾はしても

らえたんですけれども、結局は成立しない、あるいは取

り下げて終わるというようなケースが、ほかのADRに比

べると医療というものはやはり割合的には多いように思

いますが、そういう背景には、そういった関係形成の持

つもとの問題で、これは第三者ADR自体が持っている問

題というよりは、医療という紛争の特質と、第三者ADR

に至るプロセスでの在り方の問題、両者が関係している

と思いますので、その辺りのことを少し考えておく必要

があるのかなと思います。 

 次に、手続構造の在り方ということです。 

やはり１点目は、そういうような特徴を踏まえて、それ

では、どういうふうな手続構造が考えられるのか、この

辺りが医療ADRの在り方を考えていくときに大きな論点

であることは間違いないと思います。 

 １つは、先ほどもちょっと申し上げましたが、なかな

か応諾してくれないとか、応諾はしてくれるけれども、

不成立や取下げのケースが多い。ADRの場をどうやってつ

くっていくのかということについての論点が１つあるだ

ろうと思います。 

 ただ、これは最近、弁護士会等のADRのケースを見て

いきますと、最初のころに比べると、応諾まではしてく

れるというふうなケースが多くなっているようには思い

ます。そのこと自体は、要するに当初は比較的、ADRの場

ですべての問題を解決するんだみたいな意識としてとら

えられていた部分が、とにかく出てきてもらって説明を

してもらう、そこから始めてみましょう。その次のこと

は、その次の段階でまた考えればいいではないですかと

いうふうな、割合柔軟な対応を医療者側の方がしていた

だけるような状況が、それはいろんな努力や工夫によっ

てされてきている結果かもしれないのですけれども、そ

ういうような状況があろうかと思います。 

 ただ、応諾はされても、なお不成立や取下げのケース

がまだ多い。その辺りの理由や原因を十分に検証する必

要があるように思います。この辺りがまだこれからの課

題と思います。 

 ２点目は、そういった場の構築以前の問題で、先ほど

申しましたように、入り口の充実ということが非常に大

事なポイントで、入り口というのは第三者ADRの入り口

で、いきなり申立てに来ましたということではなくて、

相談体制を確立する。これは千葉等の試みで、医療者が

そういう相談に乗るというような形での例として御紹介

されました。そういったような１次的な相談体制に医療

者の方に関わっていただくというふうなこと、あるいは

弁護士会等の一部で行われている手続管理者のような形
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で手続の相談に乗るというような形の中で患者や家族の

方の御相談に乗り、あるいは第１回期日までの調整、相

手方の医療者側への説得というような形で手続への参加

を呼びかけるといったような、つまりあっせんという本

来のADRの場以外の場での、入り口段階でのADRのさま

ざまな工夫というものが当然大きな課題になってくるの

ではないかと思います。 

 ３ページに入りますけれども、３点目で、私自身とし

ては非常に大きな問題だと思っているのは、やはり直接

的に事件を担当されるあっせん人の意識の変容が必要な

のではないかという問題であります。先ほどの日本医師

会さんのアンケートをちょっと拝見させていただいたり

しましたが、中立性・公平性等について、弁護士会主導

の場合はどうしても弁護士主導になって、弁護士主導に

ならないようにすべきであるみたいな意見が載っていた

りしましたが、私は弁護士であるとか、あるいは医者で

あるとか。先ほど言いましたように、医療あるいは法に

ついての専門性を持っているから、それでは医療ADRが

うまくできるのかという辺りそのものについて、それは

医療者であれ、弁護士であれ、もう一回、再検討し直す

必要があるのではないか。 

 そういう従来の専門家役割論からの脱却というものが

前提として、勿論、専門家は専門を持っているから専門

家なので、医療の専門性や法専門性が生きてくる場面は

当然あるわけですが、それを生かす前の段階で、やはり

患者・家族の方にできるだけニュートラルに対応すると

いうふうな、つまり一方当事者の代理人的な弁護士の役

割から離れて、あるいは法専門家としての法専門性から

離れて、まずは目の前に起こっている事象、あるいは患

者・家族の語りからまずは出発していくというようなと

ころから始めていくということが、これは医療者にせよ、

弁護士にせよ、あっせん人として関わる人共通に求めら

れる大きな課題なのではないか。そういった辺りについ

て、やはり重要な検討課題として残るように思います。 

 ４点目で、これはADRに共通の問題だと思いますけれ

ども、訴訟の場合には代理人の弁護士が出てきて、それ

ぞれ代理人同士での争いになって、実際に本人が出てく

るのは本人尋問等の場や和解の場に限られるというよう

なことも多いわけですが、やはりADRの場では本人が出

てくるということの意味が非常に大きいわけです。その

場合、当然、患者・家族という意味での本人と併せて、

医療者側で言えば主治医であったり、あるいは医療の責

任者である院長であったり、さまざまであるかもしれま

せんが、いずれにしてもキーパーソンとなる直接の関係

者の人たちが自らの言葉を述べ、自らの認識している経

緯を述べ、また、自分の考えで説明していくというよう

なことを通じて、そこで起こってくる現象、そこから出

発していき、そして、その上に立って医療の専門性や法

の専門性というものが生かされていくというふうなこと

の流れがまずは必要なのではないかと思います。 

 最後に、手続の在り方を考えていく上において、これ

は紛争処理機関の内部の問題ということで限定してお話

しさせていただきます。といいますのは、これは要する

に守秘義務等の問題もありますので、外部に出すという

ことではなくて、そういう意味での事例検討の必要性・

意義ということについてもう少し認識をする必要がある

のではないか。 

 つまり、実際の手続がどう行われることが望ましいの

か というようなことについては、あくまで具体的な事

案を前提として、それに即した検討がどうしても必要な

のではないか。そして、そのためには事例検討の意義と

いうものは非常に大きい。それはあっせん人というよう

な形で関わる方が集まって検討する、あるいは手続を主

宰しているADR機関の関係者の人が参加するというよう

な形の中で行われていくということだと思います。 

 ただ、その場合にやはり１つ大きなポイントは、そこ

で解決した事例を検討する、それはそれで意味がありま

すけれども、むしろ不成立や取下げになった例、あるい

は不応諾で終わった例、そういうものについては、なぜ

そういうことになったのかということについての検証が、

特に医療の場合、先ほど申しました、そういう割合がか

なり高いわけでして、そういうものを改善していくため

の努力・工夫の一端として、そういうことが大事なので

はないか。 

 そして、事例検討会において多く見られる現象として、

これは医療の場合だけではないと思いますけれども、ど

うしても法専門性とか、あるいは各種分野の専門性の観

点からそのケースをとらえ直すというふうな形での議論

が行われがちなわけですが、レジュメに書きましたよう

に、実際の起こった事象から考える、当事者に寄り添う

姿勢から考える、何が起こったのかを振り返るというよ

うな視点から考える、それから、解決あるいは正解志向

ではなくて、プロセスをもう一回見直して、その中から

反省的に、今回はこういうことでしたけれども、それで

は今後はどうしたらいいんだろうかというような反省的

な実践の契機というものが、どうしても機関あるいはあ

っせん人それぞれについて必要なのではないかというこ

とが、最初に申し上げましたADRの社会的実験主義とか

利用者主権という考え方からはどうしても必要なことで

はないかと思います。 

 そして、そういったことを踏まえまして、最後にこれ

からの課題ということで２点、マクロの視点とミクロの

視点とそこには書きましたけれども、制度論や組織論と、

それぞれの関係者の意識の在り方という点で、あと２～

３分だけ時間をいただいてお話しさせていただきます。 

 まず、ADRについてどういうモデルを医療について考え

るかということに関しては、そこに役割限定モデルと役

割分担モデルというふうに御紹介しましたけれども、比

較的わかりやすいのは、例えば役割を限定する。例えば

患者側の弁護士さんが代理人として、法的権利性の乏し
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い、訴訟には持ち込めないけれども、何もしないという

のはどうだろうか。やはり話し合う場として、事案を持

ち込む場としてのADRというような形で、従来はなかな

か直接交渉ではうまくいかない。 

 でも、訴訟では法的権利性の点で難しい。その中間的

な領域に属するものとして利用する場というような位置

づけは一つ考えられると思います。 

 逆に医療者側からしますと、やはり説明会の代替的な

機能といいますか、そういうお話は以前のこの会議でも

出たと思いますけれども、そういうものとしての場とし

てADRを利用する。それはそれで、それぞれ意味がある

ことで、そういう利用のされ方自体は一つのADRの機能

の場面として重要であるとは思いますが、果たしてそれ

だけでいいのかどうかというのがここでの問題提起です。 

それから、役割分担モデルというものは、先ほど御紹介

しましたが、法的な問題が争点になった場合はなかなか

ADRでは難しい。そういう場合は訴訟であるということで、

ADRと訴訟を、そもそもすみ分けをしていこうというよう

な切り口で問題を考えていく、こういうアプローチもも

う一つはあるんだろうと思います。 

 それ自体、一つの考え方だと思いますけれども、せっ

かく医療ADRというものを、こういった医療という特殊

性を持ったトラブル・紛争に対して有効に機能させてい

くためには、最初からそういった役割を限定してしまう

というのはちょっともったいないような気がする次第な

わけです。つまり、やはり医療紛争をトータルにシステ

ムとしてとらえていく、それは非常に難しいことではあ

るかもしれませんけれども、そういう努力や試みを工夫

したり実験してみるということの必要性や意味は大きく

あるように思っています。そして、そのためにはいろい

ろな方の連携・協力が非常に重要になっていくのではな

いか。そして、それはどういうことをベースにしていく

かといいますと、結局は患者・医療者の持っているニー

ズ、そういうものを十分引き出していき、そして、それ

に対応できるような仕組みをつくっていくというような

観点で前提としては考えていくことが大事なのではない

か。 

 そして、そのためには、２）に書きました、病院内の

体制整備の重要性の認識の徹底ということになるわけで

すが、結局、患者・家族の方々がいきなりそういった事

故に見舞われたりするということから出発するわけです

けれども、逆に言いますと、医療者側の方では、先ほど

の日本医師会さんの御説明にもありましたように、事前

にいろいろ準備をして、制度をつくって、あるいはシス

テムをつくって対応を考えておくことができるわけです。

そういうようなときに、どういうふうなシステムを病院

の中、あるいは医療者相互であっても構わないと思いま

すけれども、つくることができるのかというようなこと

をやはり踏まえながら、このADRの在り方も考えていく

ということが大事なのではないか。 

 例えば、幾つかそこに例を挙げましたけれども、現場

密着性ということで、これは先ほど御紹介しましたよう

に、できるだけ現場に近いところで対応できるコンプラ

イアンスの機能や体制と相談・ADR機能を持った体制の構

築をしていく必要がある。そういうものがないと、やは

り不信が増大して、第三者ADRに来たときには、とても

信頼関係の再構築が非常に難しいということになりかね

ない。 

 そのためには、相談や他のADRや訴訟等との手続連携

というようなことが当然、そこでは必要になってくる。

そのためには、先ほど申しました相談体制をしっかり構

築し、できるだけマルチドア、つまりいろんな紛争にい

ろんな特性、医療の中でもまたそれぞれさまざまな紛争

の類型があるだろうと思いますので、それぞれに対応で

きるADRの仕組みを柔軟に、それが可能になるような機

関であることが求められてくると思います。 

 そして、自分の機関だけでは十分機能できないところ

は他機関との協力や連携が必要になってくるというよう

なことで、これはトータルな、いきなり目標とすべきADR

みたいなものを想定していくよりは、そういうステッ

プ・バイ・ステップで、当面の課題として、可能なとこ

ろからやっていくというような、一つの課題としてそう

いうようなところをまずは切り開いて、そして、それが

うまく機能していくようなことになったときに、もうち

ょっとトータルなADRの仕組み、医療ADRの仕組みとい

うものを、つまり、そこに持ち込めばいろんな紛争が対

応可能だというふうな、法的な問題も含んだケースも含

めてというような形につなげていくことができるかもし

れません。 

 あるいは、それはいろいろ検討した結果として、やは

りそれは訴訟の役割であるという部分が残るのであれば、

それはすみ分けというよりは連携という形で、事実認定

の部分とか法的判断の部分は裁判所に委ねるというよう

な、そういった解決、考え方もやっていくことが可能な

のではないか。あるいは対話の場をつくるということが

ADRであるというふうな、それはすみ分けというよりは一

種の役割分担だと思います。そういうものの方が実際の

ニーズに応えられるものであるように思います。 

 それから、やはり医療ADRのイメージというものは、

これは特に利用者側、患者・家族側として医療ADRとい

うものがイメージできない。これはADR全般についてで

すけれども、相談は比較的件数が多いけれども、なかな

かあっせんとか調停とか仲裁は少ないというのはどこの

ADR機関でもよく言われたりします。特に民間型の場合は

そうだと思いますが、そういうことに関して、やはり医

療ADRのイメージを現場の中からつくっていくというこ

とが、現場というのは実際の病院、院内というようなこ

とだと思いますけれども、第三者ADRにつながっていく

ような仕組みみたいなものが院内で対応できなければ、

次のステップとしてはこういうところがありますという
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ような形でうまく紹介され、そしてつながっていくよう

な体制構築が重要なのではないかと思います。 

 そして、これも先ほどの日本医師会さんのお話の中で

出てきました、事故原因の調査との関連で、これも非常

に重要なポイントだと思います。それが今後、どういう

形で形成され、つくられていくのかということは別の協

議会等でも検討されていらっしゃるようです。 

 ここで１点だけ申し上げたい点は、やはり原因究明が

どういう目的で行われていくのかということがADRとの

関係においては一つ明確にしておくべき点だと思います。

つまり原因究明というのは、例えば民事責任の追及とい

うことにもつながっていく。それは場合によったら刑事

責任との関係も問題になる。あるいは原因究明というの

は医療の進歩のため、再発防止というような観点での意

味も非常にあると思いますし、患者・家族にしてみます

と、真相究明の一つの大きな柱、手がかりになるという、

ここでもそういったさまざまなニーズや必要があるわけ

ですが、やはり医療ADRとの関係において原因究明とい

うものの持つ意味や役割をしっかり見据えていく必要が

ある。 

 そして、その前提としては、やはり基本的には医療者

の方が自発的にどういうふうに患者・家族にそこで起こ

った事象を説明し、原因究明のための試み、これは事故

調査のための委員会等を設けるということも勿論、それ

自体は大事なわけですけれども、例えば病理検査・病理

解剖等を進めるみたいなことも、それは実は原因究明の

大きな意味を持っているというようなことにもなるわけ

で、これは医療者の在り方自体の問題ともつながってく

るところだと思います。 

 最後にミクロの視点からということで、結局、制度を

どういうような形で構築し、あるいは組織を考えたとし

ても、残念ながら、結局はそれに関わる人たちの意識の

問題を抜きには、制度は有効に機能していかないという

のが恐らくADRの持っている一つの特徴的な視点ではな

いか。 

 特に医療の場合において、先ほど言いました、現場の

中での一人ひとりの医療者の方の意識の問題から出発し

て、そこには、「いつでも、どこでも、誰でもADR」と書

いてありますけれども、つまり実際に調停やあっせんを

する調停人やあっせん人だけがADRを行っているのでは

なくて、そこに関わる、例えば代理人であったり、そこ

には関わらないけれども、医療の現場において関わる直

接の医療者の方、あるいは院内で相談に乗られる方、そ

ういったような一人ひとりがADRの意識を持って、目の

前の手続とか、相談なら相談の現場の中で、そういうADR

的なマインドやスキルをどういうふうに生かしていくの

か。 

 それは制度としてのADRではないですけれども、そう

いうものをしっかり踏まえながら、そこでのコミュニケ

ーションの在り方等をうまく機能させていくためには、

どういう工夫やどういうことが求められていくのかとい

うようなことをしっかり認識し合い、そして、特に患者・

家族の人と情報共有や説明をし、理解を得ながらやって

いくことによって、実は医療事故そのもの、あるいは医

療事故に伴う紛争そのものが大きく減っていくというこ

とも当然あるわけで、そういうところから出発しないと、

幾ら第三者ADRの在り方を議論しても、それにはおのず

と限界があるのではないかと思います。 

 ですから結論的には、日常診療から事故対応までトー

タルに、しかも現場に根ざした対応を求めていく。そこ

にADRのマインドやスキルをどうやって生かしていくこ

とができるかということが非常に重要なのではないかと

思っている次第です。 

 そういうことで最後に、ミクロの視点から手続を考え

るというのは、結局、制度の設営者とか専門家の視点、

医療者であったり、法専門家であったりするわけですが、

そういう視点、勿論、それは実際に法的な判断をしたり、

医療的な判断をするときには不可欠のものであり、それ

は非常に重要なものでありますけれども、一旦、それは

とりあえず脇に置いておいて、まずは実際に起こった事

象を利用者、患者・家族の視点からどういうふうに見据

えていくのかというところから出発していくようなADR

の在り方を考えていくということが大事なのではないか

と思います。 

 少し長くなってしまいまして、申し訳ありません。 

 以上でございます。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、最後に山田構成員の方からお話をお願いい

たします。 

 

○山田構成員 

 山田でございます。 

 しばらく、この会に来られなかったので、ややずれた

ことを申し上げたら大変申し訳ないのですが、私の方か

らは資料４といたしまして「医療ADRの機能と構成につ

いて」というレジュメを差し上げております。今、中村

先生のお話を伺いましたら、大分重なっているところが

あるのではないかと存じますが、この場で適宜変えてい

くというような器用なことができませんので、このまま

お話しさせていただきたいと存じます。 

 私がお話し申し上げるのは、既に民間型のADRという

ことでさまざまな制度が工夫され、実施されている。そ

れを整理する試みにすぎません。前提として、ADRは、で

きる限り、それぞれが独自の発展あるいは工夫をするべ

きものでありまして、統一化をするという方向は余り適

当ではないだろうと思います。それはADRの性質論とい

うのもありましょうが、当事者の紛争解決に関するニー

ズは極めて多様であり、それに応える多様な手続を提供
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することこそがADRの意義であろうと考えますので、な

お多様性を保つべきであろうと存じます。 

 医療ADRの特色として考えられること、大きな構造と

しては２点あろうかと思います。 

 １つは、医療と法律の論理のギャップです。これは，

訴訟の場においても、ADRの実践の場においても出ている

と思われます。 

 他方で、医療と法律は専門性という点では一くくりで

ありまして、このような専門性と患者側の論理のギャッ

プがあろうかと思います。これは医療コミュニケーショ

ンの特殊性として研究がなされているところですが、同

一の言葉を使っていても意図することが必ずしも一致し

ないというのが専門家と専門家でない者の論理で、―専

門家でない者にも十分しっかりした論理があるわけです

が―、その両者が違うということになろうかと思います。 

専門性は、統合性あるいは体系性に特徴がありますが、

患者側は個別的な価値観や生活規範を有していますので、

専門家側から「患者は一般にこういうことを望んでいる」

というふうに把握することは容易にはできないという問

題があります。また、患者を個人として尊重して、オー

ダーメードの紛争解決を行うのがADRの意義であるとい

たしますと、患者あるいは個人は、裁判制度が予定して

きたような、最初から合理的な判断をできるものと考え

るのではなくて、理性も感情を踏まえてホリスティック

な判断をしようとする存在と見るべきと思います。その

意味では、強者ではありませんけれども、援助があれば

自律的に判断しようとしている個人であるというふうに、

まず人間像を考える必要があると思います。 

 したがって、各人が紛争解決に求めているものはそれ

ぞれ違うわけで、オーダーメードの手続をつくるために

は、和解の手続の前に、場合によっては医療コミュニケ

ーションの専門家の助けを借りつつ、自由に話をする。

そこで、例えば手続の在り方をどういうふうにしていき

たいか。例えば説明を中心とする手続にしたいのか、そ

れとも感情を出していく調停が望ましいのか。あるいは

医療者、医療の専門家にどのような形で入ってきていた

だきたいのか。場合によっては、もう話し合いは不要で、

いきなり専門家の評価を出してもらって、ずばりと解決

に持っていきたいというニーズもあり得るかもしれませ

ん。そういったことを、手続をつくるための前段階で十

分に話をするということで（これは現在、相談等の形で

行われていることかもしれませんが）、今、中村先生も

言われましたけれども、非常に重要なのではないかと思

います。 

 そのようなことを前提としまして、レジュメの１～４

で紛争解決機能等について若干の整理をしてみたいと思

います。 

 医療ADRに求められる紛争解決機能としては、まず、

患者側として、どのように紛争状況を整理・認知するの

か、どのような解決を望んでいくのかということ自体、

非法的なニーズを含めて、この手続の前の相談段階等で

整理ができることが重要であろうかと思います。 

 次に、ADRに特徴的ですけれども、患者側が説明を求め

ると同時に、医療者側にも、患者側の理解や納得を求め

ていくというニーズがある。双方のニーズが合致するわ

けです。 

 第三に、真相の解明。勿論、裁判においても真相解明

をするわけですが、裁判の法的な枠組みと患者側が求め

る非法的な真相解明のニーズのギャップを前提とするべ

きだろうと思います。 

 第四に、患者側が反省・謝罪を求め、その裏面として

宥恕ないし受容が求められるのですが、これはまさに非

法的なニーズである。しかも、対象は医療行為のみなら

ず、事故発生後の交渉過程、初期の説明の仕方がどうで

あったかというようなことにまで及ぶ。そういう特殊性

もあります。 

 第五に、勿論、紛争解決を求めていることが多いと思

いますけれども、法的な解決とともに非法的な、例えば

再発防止策をどうするのか、将来の紛争予防をどうする

のかといったことも、この解決の中に含めることができ

ますし、それが望まれているのだろうと思います。 

 最後に、ADRでは手続終了後のことを考えざるを得ませ

ん。調停ないし和解が成立するならば、その後、その紛

争が再燃しない保証できるような方策を手続内でしてい

くことになります。手続終了後も当事者はその紛争とと

もに生きていくことになりますので、このような観点が

必要となります。他方で、仲裁と異なり、解決ができな

い場合、あるいは紛争が再燃する恐れへの対応も考えて

おかなければいけないことになります。 

 そうしますと、結局は裁判手続との関係をどう整理し

ておくかということになるわけで、括弧内に書きました

ような、時効中断の問題とか、いわゆるコンフィデンシ

ャリティと言われる問題、つまりADRで当事者が提示し

た情報、手続主宰者・専門家が出してきた意見や評価の

訴訟での取扱い、あるいは和解のためになされた情報等

のコミュニケーションをどう扱っていくのかといったこ

とも考えざるを得ないということになります。 

 そこで、２．では、以上の非法的なニーズへの応答の

仕方を考えてみました。さまざまなレベルがあろうかと

思います。 

 ａ）で書いたような、手続におけるいわゆる要件事実

以外のものへの言及というのは大体共有されている前提

かと思います。 

 次に、ｂ）で書きましたように、特に患者側ですが、

非法的な主張を支える理由―いわゆるニーズとかインタ

レストというもの―を言語化すること自体が非常に難し

いと思われます。ここでも、先述のような相談、あるい

は医療コミュニケーションの専門家による援助が考えら

れます。 

 さらに、ADRの特色として、紛争当事者各人の個人とし
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ての尊厳、あるいは個別事情の尊重が挙げられると思い

ます。 

 同時に、医療者側としても、恐らく担当医のレベルで

は、患者に対して直接説明をし、何を疑問視しているか

を知りたいというニーズは強いと、少なくとも外国の文

献では言われており、そのようなニーズを満たすことが

必要ではないか。情報開示をきちんとしないことで紛争

が激化していくおそれを避ける必要があろうかと思いま

す。 

 もう少し理論的なレベルでは、このｄ）のところです

が、手続実施者は事実の見方が複数あり得ることを容認

すると同時に、それを言語化する工夫が要ると思います。

当事者間及び手続実施者は、お互い、経験則や認識枠組

みが異なるわけです。そういった人々が共同作業をする

のですから、一つに突き詰めることの困難を前提とする

べきと思います。 

 ここで、これも先ほど中村先生が言われたことですけ

れども、法的な専門性、あるいは医療的な専門性による

一つの解は、最後の手段と思います。そこまではぎりぎ

り、なるべく専門性を出さないといいますか、これ自体

は一種の専門性、つまり紛争解決、あるいはコミュニケ

ーションを促進するための一種の専門性であろうと思い

ますが、そういう専門性の助けを借りて、事実として何

を、どのような事実を解明することが望まれているのか

ということをぎりぎりまで考えていくという努力が必要

になるのかなと思います。 

 ２ページ目にまいりますが、ｄ）で述べたことは、ｅ）

の厚みのあるコミュニケーションの実施、あるいはミス

コミュニケーションの明確化にもつながってきます。こ

の辺りは外国の文献によるので、日本で完全に同じかは

わからないのですけれども、医療関係は、基本的には医

療従事者と患者側との間に肯定的な関係性がある。医療

者側が故意で紛争を起こすケースはまれですし、悪質な

証拠の改ざん等も極めてまれなので、交渉のための最小

限の信頼関係を回復する可能性というのは、本来、他の

不法行為に比べれば高かったはずである。 

 しかも、一回的な不法行為とは異なって、出来事の連

鎖の中で、医療行為の連鎖の中で紛争が構成されていく

ものですので、例えば事実関係の説明をするといたしま

しても、どこがどのように知りたいのか、どの視点から

知りたいのかといった解きほぐしがなければ、いかに何

遍も丁寧に説明をしたつもりでもピント外れとなってし

まうというおそれがあるんだろうと思います。 

 ここに例として挙げましたのは、これは岡山弁護士会

でなさったシンポジウムで紹介されたと記憶しているも

のですけれども、手術までは比較的医療者側が見てくれ

ていたんですが、手術後には訪室が檄減した。 

 患者の方としては見捨てられた感があったところ、た

またま、その後に悪い結果が出てしまったときには、そ

もそも手術が失敗したことが分かっていて自分を避けた

のではないかというふうに不信感が高まってしまう。し

かし、実際は、医療者側は手術が成功したと思っていた

からこそ訪室が減っていたといった例が挙げられていま

した。このような感情に起因する不信感もあろうかと思

います。 

 医療者側のポテンシャルな説明能力は、本来、相対的

に高いはずです。ただ、専門的な経験則を共有していな

い患者側に対する医療コミュニケーションは特殊です。

また、医療者は一般的な説明や、統計的な説明はよくな

さるのですが、個別の当事者に対する説明というものは

やや異質であり、そこにもコミュニケーションの特殊性

が現れてくる。 

 そこで手続実施者としては、両当事者の価値観を尊重

しながらニーズを析出していくことが必要になってきま

す。 

 ところで、このような非法的なニーズと法的なニーズ

の接合をどのように行うべきなのか。１つ考えられるの

は、複数の手続メニューを用意して、それぞれの関係を

調整するということですが、そこでどのような留意を要

するか。 

 「３．手続に求められる特性」では、手続の柔軟性の

ほか、移行可能性を一つの特色としています。 

 例えば、同じく和解あっせんと言いましても、さまざ

まなものがあります。よく言われるモデルは、裁判準拠

型と交渉促進型ですけれども、後者も、例えば感情を吐

露することで互いの融和を図るものもあれば、両当事者

同席の上で、弁護士による情報交換によって解決をして

いくタイプもあろうかと思います。同席か別席かの選択

も組み合せると、多くのバリエーションがあり得る。更

に中立的な評価を活用することも、話が暗礁に乗り上げ

たとき、あるいはニーズに応じて、考えられてしかるべ

きと思います。 

 また、手続に求められる特性としては、当事者、とり

わけ患者側の負担軽減を考える必要があり、これも中村

先生のお話にも出てまいりましたが、病院内の苦情相談

からADRへの連携ということを考える。紛争ないしもめ

ごとが起こったら、なるべくすぐに紛争解決の場をつく

る。それから、専門家を探すということのコストだけで

も大変なことなので、ここでもADRによって適切な専門

家を紹介するだけでも大きな役割があると思います。 

 このようなニーズと特性を踏まえた手続メニューを考

えるということになろうかと思います。したがいまして、

この「４．手続メニュー」のｃ）が和解仲介、いわゆる

和解あっせんの場面ですが、その前の段階として、例え

ば相談・調整の場面。各当事者の紛争のとらえ方やニー

ズをきちんと言語化していくというような場面とか、あ

るいは手続の説明や理解を援助するためのコミュニケー

ターの援助といったようなことも考えられようかと思い

ます。 

 他方で、和解仲介以下ですが、今、言いましたように、
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例えばニーズに応じては中立的な評価であるとか、３ペ

ージの○１に書きましたのはMed-arbと言われるもので

すが、例えば調停が不調に終わった場合に仲裁判断を下

すというようなもの、あるいは「非拘束的仲裁」と書い

ておりますが、一種の調停案を出して、例えば患者側は

それを拒否できるが医療者側は拒否できないといった仕

組みをつくる、更には、部分的な仲裁鑑定のようなこと

を考えるというような、評価的なものとの有機的な組み

合わせというものも考えられようかと思います。 

 更に５．で、それでは、どういう人が手続主宰者・実

施者に適切なのかということです。 

 ここで問題となりますのは、専門性ということの怖さ

であります。一般には、訴訟は強制的な権力性のあるも

ので、ADRは自発性に基づく非強制的なものということに

なります。しかし、例えば法の専門家、医療の専門家に

よる専門性は、一種の権力、パワーです。訴訟の場では、

その権力性は見えやすいですし、手続によってそれがコ

ントロールされているわけですけれども、ADRでは、むし

ろそれは自由に使えるということにもなる。例えば自発

的に当事者が動いているというふうに考えたとしても、

手続主宰者がうまく誘導している場合があり得るわけで

して、一種の権力性は否定できないわけです。 

 そうしますと、実は真の自律的な参加をしていただく

ことは非常に難しくて、どこかに正解があるわけではな

いようにも思えますけれども、今まで申し上げてきたコ

ミュニケーションの専門家の援助を得るということに加

えて、専門性を、専門的な判断を目に見える形にしてい

くことがあり得ようかと思います。 

 これを前提に、これまで伺いましたADRでは、医療専

門家の関与の仕方は３つのタイプがあったように思いま

す。 

 １つは、手続実施者の中には一人も医療専門家が入ら

ないというパターンです。東京三弁護士会がもともとや

っておられたパターンだと思います。 

 第２のパターンとしては、いわゆる専門委員的な関わ

り方をするというもの。 

 第３には、手続実施者の中に医療専門家が入るという

パターンであります。 

 そうしますと、この３つのうち、最後に申し上げたも

のは、医療の専門性を直接に生かせるやり方ではありま

すけれども、他方で専門性が調停実施における裁量性の

中に包み込まれてしまって、患者側からしますと、ある

いは非専門家からしますと、どこからどこまでが調停成

立を目指した裁量の問題で、どこからどこまでが専門的

な判断なのかが見えにくくなるということがあろうかと

思います。 

 しかし、それでは専門家を全く入れなくてもよいかと

いいますと、実質的には十分な場合も大いにあり得ると

は思いますけれども、他方で医療側からしますと、外形

的な信頼性構築の点で難しいかもしれないと思います。

この点はもう少し詳細な分析が要るわけですが、いずれ

にしても、このような専門性のもつパワーと怖さはあろ

うかと思うわけです。 

 レジュメに書きましたのは、したがって、仮にどうい

う形で専門家が入るにしても、あるいは今、医療者の方

を言いましたけれども、勿論、法律家も専門性のパワー

を持っているわけですから、その論理を変えていく必要

性があると思います。例えば弁護士に関しては、裁判手

続におけるような党派的な倫理とは異なる倫理が必要に

なってくると思われます。ADR法が予定している専門性、

手続実施者の専門性の中には紛争解決の専門性というも

のがあるわけですが、まさにそういう専門性を備えてい

く必要性があるのかなと思います。 

 最後に、「６．医療ADRのシステム化」というふうに

書きました。仮に対話型のADRを採用したとしても、そ

こで真摯な話し合いがなされるかは、病院側の経営方針

の問題であったり、顧問弁護士の助言に大分影響される

可能性があります。また、ADRの結果がきちんと医療者に

フィードバックされて、将来に影響し得るのかについて

も、これもまたADRを含めた医療の安全のためのシステ

ム全体の問題であります。また、先ほどちょっと言いま

したように、顧問弁護士の倫理そのものも考える必要性

があろうかと思います。 

 そこで、これもまた先ほど御紹介がありましたが、医

療機関内の相談ないし苦情の取扱いのシステムと、外部

のADRとの有機的な連携、そして、ADRから今度は病院、

医療者へのフィードバックをきちんと行っていく。それ

をシステムとして考える必要があります。 

 本文の最後にISO10002、ISO10003と書いておりますが、

これは日本では現在JISQ10002、JISQ10003になっており

ますけれども、ISO10002というのは、例えば病院なら病

院内での苦情処理の在り方についての国際規格でありま

す。それから、ISO10003は、病院であればその医療サー

ビスについてもめごとが生じ、苦情処理では足りずに外

部のADRに委ねるときの国際規格でありまして、これら

の規格はまさに、苦情からADRまでいかに連携をし、ど

ういう場合にADRに依頼すべきかも含めてさまざまな規

格を置いておりますので、参考にしていただいて、シス

テム全体の高度化を図っていくことを申し上げたいと存

じます。 

 私からは以上です。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、本日予定されておりました御報告は以上で

ございますので、これから今の御説明等についての御質

問あるいは御意見、何でも結構ですし、また、前回はち

ょっと時間が足りなくて討論の時間を設けることができ

なかったと思いますので、前回の御発表等についての御

質問・御意見等でも結構ですので、御自由に御議論いた
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だければと存じます。 

 水田構成員、どうぞ。 

 

○水田構成員 

 済みません、ちょっと細かい補足なんですが、山田先

生のレジュメの中で、岡山弁護士会の医療ADRシンポジ

ウムで紹介された患者側の主張ということで、注でｖの

ところがあるんですけれども、これは恐らく模擬仲裁の

ときの患者側の主張だと思いますので、現実にあった事

案ではなくて、本来現実にあった事案をもとに若干脚本

をつくった中での主張ということで、その点だけ補足さ

せてください。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

 

○宮脇構成員 

 医療過誤原告の会の宮脇です。今日いろいろ整理して

お話しいただき、特に日本医師会から、医療事故調査制

度創設の提言が出され、それから、ADR推進のご説明もあ

り、とても元気付けられる思いです。 

 それで最近、私の方に医療被害相談が寄せられた例で

すが、大学系の病院で循環器のオペをして、直後に、呼

吸状態が悪いということで気管切開をやり、病状が安定

して元気になってきたので退院する前に、気管切開の位

置を変える手術を行ったところ、術後の吸痰トラブルで

意識不明の寝たきり状態になってしまった。この事態に

ついて病院は、ミスはありませんと繰り返すだけで、さ

らに循環器系病院を理由にリハビリ病院への転院を強く

迫るため、ご家族は病院がミスを隠すためにこのような

対応をしていると感じ、大変苦しんでおられます。 大学

病院で退院を前に、ご家族が予期しない重大な事態に急

になってしまった患者さんに、丁寧な説明や対応をやっ

ていただけないケースが起こっているとしたら、極めて

残念です。 

 もう一件、会社の健康診断で、肝臓の異常値が見つか

り精査となり、いつもかかっているクリニックでエコー

の検査をやって問題なしと診断され、それから３か月経

ってもう一度エコーで診てもらって、その時も問題なし。

そして、半年後に大学病院のエコー検査で、いきなり９

cmの腫瘍で末期がんだと診断された。ご本人とご家族は、

エコー検査の見落としではないかと、クリニックの主治

医に説明を求めたんですが、主治医は３か月前も６か月

前もエコー検査をやってないと否定した。それで、カル

テ開示をしたところ、エコーの検査記録は無かった。ご

本人はクリニックの主治医に強い不信感を持ったまま、

間もなく亡くなられたそうです。ご家族は、亡くなった

のは残念だけれども、主治医がエコー検査結果を隠さず、

見落としたと正直に話してくれれば、これほど苦しみ続

けることはないのにと、無念の思いをかかえたまま、こ

れからどうするか模索しています。 

 一方、裁判ではどうかといいますと、平成22年度では

原告の勝訴率は20％ぐらいまで落ちて、患者にとっては

非常に厳しく、法的な救済手段もあまり期待できず、今、

袋小路になってしまった感じです。 

 そういう点で、医療ADRで実際に信頼関係を持って話

し合える文化といいますか、それぞれの機関で課題はあ

るでしょうが、是非、推進していただきたい。 

 今日の会議で、日本医師会が全国的に医療安全を文化

にしようという方針を出されたということですので、早

急に具体化を、お願いしたいと思っているところです。 

 さて、先ほど中村先生のお話で、ADRの申立て以前の整

理の問題というお話がありましたが、全体としてわかり

やすい内容でした。 

 特に医療側にとって、院内の整備の問題であるとか、

相談体制の確立など、具体的改善の手だてをお話しされ

ましたが、実は患者といいますか、一旦被害に遭った方

が、病院と話すときにうまくいかない問題があります。 

本人やご家族は、病院で予期せずに死亡や重篤な事態と

なって場合、非常に感情が混乱したり、思考が働かなく

なったりしてしまいます。 そんな時に、病院の説明を

聞いたり、話し合う場合に、問題点を整理したり、思い

を受け止める援助が必要です。 

 弁護士さんも一定の役割を果たしてはいるんですけれ

ども、そういう非常に家族全体が一気に悲惨な状況に陥

ったところを丸ごと受け止めて相談できるような、そう

いう整理といいますか、そういう体制も必要ではないか

と思います。 

 特に紛争になるかもしれないときは、相談が患者団体

に依拠するだけではなくて、むしろ公的なところで、そ

ういう体制といいますか、ＡＤＲ等の申立て以前にそう

いう整理や援助ができると、申立て段階でも、ある程度、

医療側と落ち着いて話がしていけるという形になるので

はないかと思うんです。 

 いろいろ申しましたけれども、そういう点で、患者側

に対しての援助なり具体的な整備の提案とか感じている

ところがございましたらお願いしたいと思います。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。 

 中村先生、コメントがもしあればお願いします。 

 

○中村構成員 

 最後に御指摘がありましたように、病院側の相談体制

の整備というのは病院側の問題であるわけですが、今、

お話がありましたように、いきなり患者・家族の方が、

まだ自分たちの問題自体を自分たちの中で整理できない

状況にいるときに、直接的にその病院の相談に直ちに行
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けるのか。その前の段階でやはり、今、お話になられた、

丸ごと受け止めてもらえるような場というものがあると

いうのは、私もすごく必要性を感じています。 

 ただ、そういうものが具体的にどういう形で実現可能

なのか。今は被害者団体等がそういう機能を併せて果た

していらっしゃるようにも思えますけれども、本来は弁

護士もまたそういう役割の一部を担わなければいけない

とは思いますが、やはり弁護士の場合はどうしても法的

な観点からそのケースを見るということ、あるいはその

調査をしてみようというような形でとらえるということ

が多いので、その前の段階、先ほど山田先生が言われた

ように、医療の専門性や法の専門性よりもうちょっと前

の段階で関わる人たちの養成といいますか、そういう団

体といいますか、そういうものをこれからどういうふう

に育てていくのかということが一つの大きな課題ではあ

るように思います。 

 そして、そういうものを介して、また医療者との間を

つないでいく、あるいは直接、そこと話をしていくこと

を通じて、自分で問題が整理できて、今度は医療者に直

接向き合うことができるというふうな、いろんな形での、

場面場面での対応ということがこれから求められていく

と思いますし、さまざまなニーズや多様な在り方がある

と思いますので、そういういろんなニーズに応えられる

ような、多様なシステムが求められていくように思いま

す。 

 余り答えになっていなくて、申し訳ありません。 

 

○山本座長 

 どうぞ。 

 

○宮脇構成員 

 もう一点あるんですけれども、高杉先生のところなん

ですが、日本医師会の中で今回こういう形で提案された

ということは、実際の事故が起こったときに、積極的に

情報開示しながら説明することで相互理解が図られ、紛

争まで至らずに解決出来ている病院が、以前に比べて広

がっているということでしょうか。 

 一部で、情報開示すると訴訟が激増するかのような意

見が、インターネット等でまだ流され続けているもので

すから、積極的に情報開示している実例をどしどし紹介

していただくことが必要だと思います。 

 ある病院グループでは、事故が起こった時に、まず責

任謝罪の前に共感表明謝罪を積極的に行って、それから

責任謝罪もやりやすくなり、その実践が広がっている中

で、訴訟がほとんど激減してきたという話を伺っていま

す。 事故が起こったときこそ、病院側から積極的に情

報公開を図ることで、被害者と相互理解が深められ、そ

の結果、裁判等の紛争にまで至るケースが減少していく。 

日本医師会の方で、積極的実例を御紹介いただいて、全

国の病院長や医療機関の責任者の方がそれぞれの事業所

で情報開示による、医療安全文化の推進をしっかり広げ

ていっていただけるよう、期待しています。 

 

○高杉構成員 

 今日初めて、このADRの委員会に参加させていただい

たんですけれども、むしろもっと早く声をかけていただ

けるかなと期待しておりました。 

 当然、いろんなことも要求されるんだろうと思ってい

ますが、先ほど、いわゆる苦情相談、こんなことがあっ

たんだけれどもどうなんだろうというのは、各地区医師

会、県医師会、あるいは県に医療相談窓口というものが

できています。その相談窓口の方々は、いろんな研修を

受けながら、連絡をしながら、どういう事情があったん

だという調査もされます。そこの情報は各地区医師会に

も入ってまいります。ピアレビューも当然必要ですし、

我々はその情報を共有しながら苦情の中身を分析して対

処していくというようなことは、各地区医師会、各県で

やっています。 

 それがもっと有機的になればいいんですけれども、そ

れでは起こってしまった後、どうなるかということです

が、病院の事故があった場合には、これは今、医療機能

評価機構に事例はずっと集積されて、それを情報共有し

て、同じようなことを起こさないようにという仕組みで、

病院の機能評価で集積があります。ですから、ごらんに

なったらそれは見えると思います。ただ、匿名化されて

いますから、細かいことはわからないかもしれません。

それから病院によっては、自分の病院でこういうことが

あると言って公開している病院も既にあります。ですか

ら、その辺は地区といろいろと温度差はありますけれど

も、患者さんが求めることをできるだけ公開しようとい

うような方向で医療は動きつつあります。 

 したがって、10年前、20年前とは各病院ともに違いま

すから、その辺で我々の取組みは逆に、今回の提案はと

にかく事故を起こさぬように、とにかく安全を高めよう

というのがまず大きな目標ですけれども、もし起こった

ときにはきちんと説明するような、それもできるだけ早

く、院内の事故調査委員会段階で御理解いただければ訴

訟になることはないですし、なぜ起こったかということ

が説明できればそれが一番いいだろう。それが即、患者

さんの一番の願いである。この次に同じような目に遭わ

せないという防止につながるんだろう。そういうことは

これから積極的にやろうではないかということで、この

答申はでき上がっております。 

 

○山本座長 

 よろしいでしょうか。 

 佐々木構成員、どうぞ。 

 

○佐々木構成員 

 このADRの目的というのは、裁判外紛争解決というこ
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とで、迅速に簡便にできるということで、すごくいいん

ですけれども、やはり代理人ではなくて当事者が自分自

身の言葉で語れる場をつくるということが一番大切だと

思います。そして、この目的は患者が納得すれば、この

ADRも目的が達せられるのではないかと思います。何も患

者は、やはり起こった事実を真摯に説明していただきた

い。そこに法的なものとか損害賠償というものは、初期

段階には入らないわけです。患者としては、一体何が起

こったのか。まずは医療者からのちゃんとした説明を聞

きたいということが第一にございます。ですから、もし

このADRで弁護士のところへ申し出された場合に、そう

いう医療者応諾ができない場合、もう一度、院内で説明

を聞いてこられる、そういったシステムをつくられたら

いいのではないかと思います。 

 本当に私たち患者サイドといたしましては、医療者か

らの誠実な説明、そして、もしそこにミスがないのであ

れば、説明して、納得できて、そこにミスがなかったと

いうことが払拭できるわけですね。そして、そこでもし

亡くなっている場合でしたら共感表明ですね。そういっ

たものも大切だと思います。そして、もし本当にミスが

あるのであれば、しっかりと説明し、責任承認、それは

認められて謝罪していただきたい。私たちはそれを受け

入れることができるわけです。そして、再発防止、原因

究明、そういったものに努力していただければ納得でき

るのではないかと思います。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 小松構成員、どうぞ。 

 

○小松構成員 

 今のお話なんですけれども、やはり私たちは申立人、

患者さん側が多いんですが、その申し立てた方にアンケ

ートを取ったんです。それで、そのときに不満というの

は、やはり当事者が出てこなかったというのが非常に不

満で、私たちは基本的に当事者、あるいは上司、院長、

そのうちのだれかが出てくれるようにして、ほとんどそ

れでやっているんですけれども、やはり当事者が出てこ

なかったという訴えもあります。それと、希望的多かっ

たのは、あっせん人と申立人、医療側と三者で話し合い

たかったという希望が多かったです。それは医療側もそ

うでありますし、患者側もそうなんです。 

 ただ、問題なのは、私たち委員が中立の立場で話して

いるんですけれども、その医療行為に、これは医療行為

は間違えていないんですが、悪いことはないんですとい

う説明をしても、これは申立人の方では医師サイドに立

ってやっている、中立ではないという意見が出てしまう。

この点が、今、非常に反省しているところなんですけれ

ども、やはり当事者としては自分の持っている意見と違

うことを言われたら、特に医療機関ですから、損害を受

けているわけですから、相手側に味方しているのではな

いかととってしまう。事実、そういうことはあるんです。

そういうことが多いんです。中立ではないという意見が

非常に多い。ですから、その点がこちらの方でもそこの

ところを慎重にやらなければいけないんですけれども、

全面的に医療機関が悪いと言っても、それはないかなと

思ったんです。 

 あと、医事紛争処理委員会というものがあって、有責、

無責を決める委員会でやっても、無責になった場合は、

それは医者寄りだというふうになってしまう。６割が有

責になるんですけれども、それに対して医療機関側の方

に味方しているととるんです。これは私がその立場とな

れば、やはりそうかと思うんですけれども、その辺のと

ころを、今後どういうふうにやっていけばいいのかなと

いうふうに反省しています。 

 先ほど中村先生が指摘されたように、事例を検討する。

私は年に３回、全員が集まってすべての事例を、どうし

てこういう結果になったかということを検討するんです。

特に不調に終わった例を検討するんですけれども、まだ

まだ本当に大変です。いつまで行っても、これで大丈夫

ということがないのではないかと思っております。 

 以上です。 

 

○山本座長 

 なかなか根源的な問題だと思います。 

 中村先生、山田先生、今の点で何かコメントはござい

ますか。 

 

○山本座長 

 なかなか中立に見てくれないというのは、ほかのADR

でも、業界団体が運営しているようなADR、金融のADR

などは一つ典型なものとしてありますけれども、どうし

ても、申立人の側にとって不利なような結論が出ると、

その中立性がどうかということはどうしても疑われると

いう面があるということかもしれません。 

 

○小松構成員 

 自然だと思いますけれども、できる限り理解していた

だけるような、技術的なものとか、そういうことを磨い

ていかなければいけないのかなと思っております。その

ために努力していきたいとは思っております。 

 

○山本座長 

 どうぞ。 

 

○中村構成員 

 済みません、１点、逆に小松先生に御質問ですが、そ

の中立性との関係で、その後、やはり医師会関与型とい

いますか、茨城の場合のあっせん人の構成等にかなり影
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響されているというふうな御理解なんでしょうか。 

 

○小松構成員 

 そういうふうには思っていないんですけれども、申立

人の方で、医師が入っていてよかったという意見もある

んですよ。ですから、やはり事案によるのかなという感

じはいたします。専門的な話を聞けてよかった、わかっ

たという人もいるんです。ただ、数から言いますと、不

調に陥った人たちの場合は、やはり不満の方が多いとい

うことです。 

 それから、よくわからないところはありますけれども、

合意に達した人でもやはりそういう不満は、医師寄りだ

という不満はあるんです。そういうつもりではないんで

すけれども、やはりそういうふうにとられがちなんでし

ょう。ですから、この点はやはり改善しなければいけな

いと思っております。 

 

○山本座長 

 渡部先生、どうぞ。 

 

○渡部構成員 

 日弁連の渡部です。 

小松先生のお悩みというのは恐らく、茨城の医師会は大

変うまくやられていると私はいつも思っておりまして、

弁護士の方と医師の方が共同されて、結論もうまくいっ

ているんだろうと思うんですが、それはうまくいってい

るからこその悩みかなという気がしまして、やはりどう

しても何らかの結論でどちらか寄りになるとどちらか寄

りだという見方をされる。とりわけ、医師会が運営して

いるところから医師寄りではないかというふうに見られ

るというのはありがちなことなので、適正に処理されて

いるから出てくることかなという気は、今、いたしまし

た。ただ悩んで、それを解消するためにどうしたらいい

かというのは、やはりこれからも必要なことかなと思っ

ております。 

 我々弁護士会の側はそれがありましたものですから、

東京三弁護士会の試みは医療側と患者側の代理人、経験

の深い方を１人ずつ付けて、どちらにも中立・公正であ

るというような外見が必要だろうということで、２人な

いし３人の構成でやっているわけで、それはまさしくど

ちらか寄りではないというところを出していきたいとい

うところから出てきていますので、先生のお悩みと共通

なところがありまして、もともと弁護士会というのは患

者側寄りではないかと思われているところを、やはりそ

うではないんだ、中立・公正なんだということを強調し

たいがために、そういうようなシステムをとったわけで

す。それは大変、小松先生の御意見は我々にも参考にな

る御意見です。 

 それから、医師会の高杉先生の取組みで、大変感銘を

受けております。この動きを４月１日以降も是非とも続

けていただいて、ADR促進をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

○山本座長 

 高杉先生、どうぞ。 

 

○高杉構成員 

 私、この日本医師会の仕事をする以前に地方で特別調

停の委員をして、医療問題のときに、これは２人組で両

方の言い分を聞きながら裁定していくわけですけれども、

私は医療を知っているというだけで、何も意見を言わず

に、言い分だけ聞きながら仲裁をとっていって、特別調

停というのも一つの解決方法かなと思っています。 

 私は、特別調停が進化したものがADRなんだろう。た

だ、これが医師会が主になるかどうかは別にして、医師

会も中立なんだということをはっきり断言していけば、

これは医療がわかる人がやはりそばにおるだけで安心す

る。しかし、どちらの味方をするわけではないというこ

とがわかった途端に非常に理解が増えてくるのかな。偉

そうに言うようですけれども、弁護士の先生方ばかりお

られるのであれですが、これは結構な解決ができる、私

の地方での経験です。 

 

○山本座長 

 貴重な情報をありがとうございました。 

 

○高杉構成員 

 要するに、第三者に聞いてもらうということが非常に

大切なのかなと思いました。 

 

○山本座長 

 山田さん、どうぞ。 

 

○山田構成員 

 済みません、先ほどの御質問の関係で思い出したので

すが、業界型のADRでは、手続実施者の報酬や選任方法、

出自なども開示することが透明性を保障する一つの在り

方ではないか。 

 もう一つは、今、先生がおっしゃったように、すでに

事例研究会をなさっているということですが、これを恒

常化して、かつ外部の人に参画ないしチェックをしても

らうシステムができていることの開示も、一つの方策と

思います。製造物関係のADRではそういうところがあっ

たかなと思います。 

 

○山本座長 

 ありがとうございます。 

私自身、今のいわゆるPLセンター、製造物責任の家電関

係のPLセンターで運営委員会というものを設けておりま

して、半年に１回ぐらい、解決した事例について御紹介
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していただいて、消費者側の委員とかにも入っていただ

いて、その解決はどうだったか。勿論、匿名の処理をし

てですけれども、そういったような形で検討するという

ようなこともやっております。 

 植木先生、どうぞ。 

 

○植木構成員 

 今日、高杉先生から初めて、医師会がおつくりになる

医療ADRの骨子といいますか、図案づくりといいますか、

デザインをお聞かせいただいたところでありますが、願

わくばもう少し早目に出していただければもっとよかっ

たのではないか、本連絡協議会の議論にもより裨益した

のではないか、というふうな感じがいたしております。 

そこでちょっとお聞きしたいことがあるのですが、現在、

御案内のように、東京三弁護士会を中心として、あるい

は全国の高等裁判所管内で11ほどの、弁護士会主導の

ADRというものが機能している。恐らく、ここに出席され

ている弁護士会出身の委員の方は、そういう人が大半だ

ろうと推測します。そういうことからすれば、当然のこ

とながら、弁護士会内の手続に基づいてADRを実践して

おられると思います。弁護士さんの立場から実施すると

き、対立する紛争の当事者を代表しつつ医療紛争の解決

をどのように処理するのか、それを裁判とどのように連

動的にとらえるのかということが非常に大きな問題であ

ると思います。また、このシステムは日本弁護士会の指

導の下で行われていることからすれば、そこでは定期的

に会合が持たれ、常時情報を交換することになるのでし

ょう。 

 今日お示しいただきました、医師会は恐らくそれとは

独立して、医師会の中で活動されることになりますから、

この場合、どのような手法が効果的か、またどうすれば

よい方向に向かうのか、こういう観点でADRの運営を進

めて行かれると思うのです。その中で今日ご紹介にあり

ましたよう、第三者委員会をつくるとか、事故調査委員

会をつくるとか、それを最後の場面でADRと連動させよ

うというお話ですから、この主体は医師会ですから、従

来型の医療紛争処理委員会等々との関連性がどうなるの

かということはもう少しお聞きしないと実際にわからな

いわけです。いずれにせよ、医師会がADRを運用すると

きには当然のことながら日本医師会内で運用の方法や実

施のありかたについては協議されることになると思いま

す。 

 このように異なった組織が別々の主体を前提にADRを

運用するわけですから、医療ADRに関する考え方が異な

っていても不思議ではありません。ところがこの両方の

制度の作成に携わっていらっしゃるのが実は児玉先生な

んです。ですから、実は是非お聞かせいただければあり

がたいのですが、児玉先生が双方に主導的な役割を果た

していらっしゃるのですから、先生のご意見をぜひお聞

かせいただきたいと願うわけです。先生は弁護士であり、

同時にお医者さんでもあるという特殊な関係にあります

から、そういう両方の役割を一手に引き受けていらっし

ゃると思いますので、その辺りの先生の描かれているグ

ランドデザインみたいなものを是非一度お聞かせいただ

きたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○児玉構成員 

 児玉でございます。 

 思いもよらぬことでございまして、この10年、本当に

医療界も法曹界も、10年前の状況を思い出すと、これほ

ど変わるのかと思うほど、裁判所の在り方も、また、病

院・医療機関、医療界の在り方も変わってきたところで、

それを動かしてきたドライビングフォースは、勿論、私

などのような者ではなく、先ほど中村先生のお言葉の中

にありました、利用者主権というものがドライビングフ

ォースになって、その制度をこれからも動かしていくん

だろうと個人的には信じております。 

 以上でございます。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。 

またいずれ、児玉先生からそのグランドデザインのお話

をいただければと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 小野寺さん、どうぞ。 

 

○小野寺構成員 

 仙台の小野寺です。 

 山田先生のレジュメの３ページに、「５．手続主宰者

に必要とされる新たな専門性」ということで、法曹資格

者は裁判手続における党派的・裁断的役割とは異質な倫

理が必要という御指摘がありました。それから、中村先

生のレジュメの３ページの方に、あっせん人の意識の変

容の必要性ということで、法専門性や医療専門性からす

る先入見から、一旦は離れてみるという御指摘があった

んです。 

 仙台では、仲裁人の質というのは何なんだろうという

ふうにいろいろ検討してきたんですが、弁護士と依頼者

との関係の中にその質が潜んでいるのではないか。私た

ちは裁判所の説得が半分、それから、依頼者に対する説

得・納得が半分ぐらい、ウェートとしてはそんな感じで

すね。特に交渉事件などでは、いかに自分の依頼者にこ

れでいいんだというふうに思ってもらうかということに

我々は本当に苦労しているわけで、依頼者と弁護士との

日常のまさに苦労の積み重ねの中に仲裁人の質が埋まっ

ているのではなかろうかということで、一つの仮説とし

て、仲裁というのは利害が対立する２人の依頼者を同時

に引き受けることである。 

 こういうふうな仮説で、先輩弁護士に依頼者との関係

でどんな点を苦労して、どんな点に気をつけているのか
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ということをずっとインタビューして、それを機関誌に

載せてずっと流してきているんですが、これは非常に好

評なんです。特に若い弁護士さんたちからは好評で、要

するに今の法曹教育の中で、依頼者とどういうふうにつ

き合っていくのかという教育はほとんどないんです。端

的な話、依頼者とすれば世間話ができるか、あるいは豊

かな雑談ができるかとなりますと、手も足も出ない。例

えば弁護士が依頼者と話をして、ちょっと電話があるか

らと言って離れたときに、目の前の依頼者と修習生なり

若い弁護士が雑談ができるかといいますと、なかなかこ

れが難しいんです。 

 そんなことで、私たちとしてはむしろ、弁護士が普段

から培っている依頼者との関係の中における専門性、こ

れが仲裁の場面では大きな役割を果たしているのではな

いか。そういう意味では、弁護士の専門性から離れると

いうよりは、弁護士の仕事の半分を占めている依頼者と

の関係の中に潜んでいる専門性をもっと深化させて、そ

れをどうやって仲裁人の質につなげていくかという方が

実践的ではないかということでやっているので、専門性

から離れるというふうに言われますと、そうではないの

ではないか。むしろ専門性を深めるのではないか、そん

なふうに私たちは受け止めておりますので、意見として

申し上げておきたいと思います。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。 

 中村先生、山田先生、コメントがあればお願いいたし

ます。 

 

○中村構成員 

 それでは、２点コメントをさせていただきます。 

依頼者との関係ということに関して、これは非常に思い

出深い私の経験があるんですが、今から20年ちょっと前、

1990年に私の所属しております第二東京弁護士会で仲裁

センターを立ち上げました。そのとき、私は運営委員と

して関わっていましたが、仲裁センターを立ち上げたこ

とに対して、日弁連等のある委員会から批判を受けまし

た。それはなぜかといいますと、弁護士というのは一方

当事者の代理人になって相手方と闘うことが役割であっ

て、それを中立的な関係調整という形で関わる、つまり

あっせん人とか調停人ですね。そういう関与の仕方とい

うのは闘う意欲を失わせるものではないかというふうな

御批判をいただきました。 

 多分、今は余りそういうことを言う方はいらっしゃら

ないように思うんですが、やはり一方当事者の代理人と

して関わるという部分と、あっせん人のように、先ほど

中立性というお話が出ましたが、両方の当事者の間に入

って関わるということとは、やはり役割としてかなり大

きな違いがあるのではないかというふうに、これは私自

身のあっせん人としてのいろんなADRでの経験から思っ

ています。 

 そして、確かに弁護士としていろいろ培ってきた経験

がそういう場において生きていくことそのものを否定す

るつもりはないんですが、ただ、その中での基本的なコ

ンセプト、それでは、どういうふうにあっせん人として

関わっていったらいいのかといったときには、これはむ

しろ山田先生のレジュメを逆に引用させていただいて大

変恐縮なんですが、非常に共感するところとして、２ペ

ージの２．のｅ）の○４に書いてあります。手続主宰者

の触媒としての役割で、両当事者、特に患者側当事者の

価値観を尊重しながらニーズを析出し、共有する。仮に

あっせん人に弁護士がなるんだとしたら、この役割こそ

がまさに弁護士としての求められている役割なのではな

いか。触媒ということは、要するに自分自身が変化する

のではなくて、むしろ両当事者が持っている問題解決能

力をいかに引き出していくかということにあっせん人と

しては力を注いでいく。 

 そのために、実は法専門性というものは、先ほど山田

先生が権力性というような形で、パワーだとおっしゃい

ましたが、私もそういうふうに思いますけれども、やは

り知らず知らずのうちに、そのパワーが当事者に影響を

与えてしまって、解決能力を引き出すことの妨げになっ

てしまうことがあるのではないか。ですから、私は棚上

げというのは、とりあえず一旦、それは脇に置いておい

て、まずは目の前の患者・家族の方の語りから、あるい

は実際に起こった事実から出発する。そしてその中で、

どこかの局面で、それは法専門家であったり、医療専門

家であるわけですから、どこかでそういうものを示して

いくことが必要な局面があるんだと思いますけれども、

その示し方、タイミングを誤ると、実は中立的と評価さ

れないということの動機になってしまうというふうなこ

ともあるのではないか。 

 ですから、やはりそういった意味で、非常に自らの権

力性、法専門性であり、医療専門性であっても、そのこ

とに対していかに謙抑的でいられるか、あるいは自覚し

ていられるか。自分自身がそういうものを示してしまっ

ていないかどうかということを、特に手続の当初の段階、

あるいはそのプロセスの中において常に意識しながら、

しかし法専門家として、医療の専門家として手続に関わ

るときに、どこかでそれが果たす役割というものがある

んだというふうなタイミングはうまくとらえて、そうい

うものを示していくということの必要がある場面ではや

る。そういうものをうまく使い分けていかないと、多分

当事者の、特に患者・家族の方の御理解や御納得という

ところからは離れてしまうのではないか。 

 そういう意味で、弁護士なり医療者なりの在り方自体

をもう一回考え直してみる、それが反省的な実践という

ことだと思いますが、そういうことは必要なことではな

いか。これは私の個人的な意見として申し上げさせてい

ただければと思います。 
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 以上です。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

 

○山田構成員 

 余り付け加えることはないのですが、ただ私も、これ

も仙台の弁護士会でのシンポジウムでも申し上げたこと

があるような気がしますけれども、やはり党派的な弁論

をするというのは本質のように思います。むしろ日本の

弁護士の実務は、アメリカのような極端な党派的なもの

ではなくて、例えば裁判所の調停において、第２の調停

人のように当事者を説得するというようなこと、そうい

った側面すらあるような気がしているのですが、それは

やはり、やや本質的ではないのではないかと思います。

その意味で、一方で党派的な弁論という核がある。 

 他方で、公平の観点とか中立性の観点ないし実務的感

覚は弁護士さんの業務でしか培えないものと思っていま

すが、それを前提とした上で、（これは今、中村先生が

言われたことと重なりますが）当事者の紛争解決を引き

出していく技術というのは、説得とはまた少し違うので

はないかと思っております。そういう意味で、新しい専

門性という言葉を使ってみたところです。 

 

○山本座長 

 弁護士の弁護士論といいますか、かなり奥深い議論に

なっておりますけれども、高杉先生どうぞ。 

 

○高杉構成員 

 植木先生に非常に評価をいただいたんですけれども、  

私たちはこれからの医療の提供の仕方というのは、やは

り一歩踏み込まなければいけないと思っています。とい

いますのは、結局、患者さんたちが納得しないでこの紛

争が起こるわけですから、逆に言いましたら、今、医師

会の各県それぞれで差があるんですが、いわゆるこの処

理組織はありますけれども、それで届かない、必ずしも

患者さんたちに敷居が低くない、そういう意味では、こ

のADR、弁護士さんたちがやるのも大切なんだろう。 

 私は、裁判で争うのが一番不幸なやり方だと思ってい

ますので、何らかの話し合いの手段がやはりある。それ

が人間の知恵だろうと思いますし、そういう意味で今日、

私がここへ出させていただいて、このADRの在り方とい

うのは我々も大いに取り入れたいですし、これからの医

療の在り方としてはそうあるべきで、その前に苦情をど

のように処理していくか、あるいはその前に安全をどの

ように保っていくかということで、これらが全部逆回り

に回っていく、どちらから回ってもいいんでしょうけれ

ども、そういう意味で、私は児玉先生にずっとおつき合

いしていますけれども、両方の味方であってほしいなと

思います。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。 

 植木先生、どうぞ。 

 

○植木構成員 

 ちょっとそれるかもしれませんけれども、実は私も前

回の最後のところでそういうことを少し申し上げたこと

がありました。要するに日弁連傘下にこういうADRがで

きれば、日弁連は恐らく日弁連自体で協議会をこれから

継続的に開催されるはずだと思うんです。それから、こ

れから将来、医師会がどういうモデルでおつくりになる

のかわかりませんけれども、それが発足するとすれば、

それは日本医師会の中でまた協議会を立ち上げて、お互

いに連絡を密に取り合うということをされるはずだと思

うんです。そういう意味では、それぞれの連絡協議会が

それぞれの立場でやられるのは、私は当然のことだと思

うのです。 

 問題は、これは非常に差し出がましいかもしれません

けれども、厚労省が医療政策を推進する際に、どういう

立場で、どういうようなグランドデザインをつくって、

医療ADRをつくられるのかということも本気で検討して

いただきたいというのが私の意図であります。それは日

弁連や日医の案とも異なってよいはずですし、国民にと

って最適の案を模索して欲しいものです。その意味では

ここでの仕事は単なる連絡協議以上のものでなければな

らいと思っています。 

 

○山本座長 

 どうぞ。 

 

○前田構成員 

 全国有床診療所連絡協議会の前田です。 

 前回のときに発表させていただいて、私の力不足で、

皆さんにお答えをはっきり出せなかった点で、今日、高

杉先生がお見えになりましたので、ちょっと御本人に御

確認したいんですが、非常に生々しい問題ではございま

すけれども、日本医師会の医師賠償責任保険とADRとの

関係を、今、かなりあいまいな状況で、県によっては適

用していただける、県によっては適用していただけない

ところがございますが、それを是非統一する方向で、先

ほどの提言を読ませていただきますと、多分そうなって

いくんだろうと思いますけれども、是非よろしくお願い

したいと思います。 

 

○高杉構成員 

 医師賠償責任保険制度というものは、会がお金を積み

立てて、こういう事故に対して補償していく。各県で即

決するのは100万円以下、それ以上になりますと日本医
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師会の方の委員会で判定してまいります。これは公平・

公正にやられているわけですけれども、それを受けるた

めには、やはりここに申告しなければいけない、あるい

はOKをとらなければいけない。当然、連動するものだと

私は思っております。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、植木先生どうぞ。 

 

○植木構成員 

 今の点は、実にそのとおりだと思います。千葉の場合

もそういう意味で、100万円を超える部分についても日本

医師会から1,000万円相当のものも出していただいたと

いうこともございます。 

 

○山本座長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

 

○高杉構成員 

 それから、ちょっと誤解されたら困るんですけれども、

医師会の部分もありますが、弁護士会さんが各地で、私

は広島県なんですが、広島県も動いております。ですか

ら、それはそれでうまく連動したら私はいいんだと思い

ます。ですから、弁護士会さんがやられるものと別にや

るというような意識ではございません。ただ、今まで医

師会単位で動いている県内の医療事故に関する対応委員

会というものは結構有機的に動いている。ただ、それに

はある程度、差があります。 

 

○山本座長 

 そうですね。今の点は高杉先生の出された資料のアン

ケートの中でも、個々の医師会でそれぞれ少しずつ違う

というところは出ているのではないかと思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

 小野寺先生、どうぞ。 

 

○小野寺構成員 

 これからのことなんですけれども、一通り各地の報告

もしましたし、今、それをまとめての中村先生や山田先

生のまとめも入ったので、私はここから先を、厚生労働

省が医療ADRをどういうふうに進めていくのかという方

針が示されないと、ここの場も活性化しないのではない

かと思っているんです。各地の状況を聞くだけの会なの

か、それとも、それを聞いた上で厚生労働省としてこう

いう手を打つというお考えも持っているのか、それを是

非聞かせていただきたいと思うんです。 

 

○山本座長 

 それでは、事務局の方でお願いします。 

 

○医療安全推進室長 

 前回もそういったお話をいただいたのかなと思ってお

りますけれども、この会の趣旨としましては、何らかの

結論を出すということではないつもりではおりますが、

一方で私どもとしては、ADRの活用というのは患者さんと

医療側との相互理解といいましょうか、安心して医療を

受けることができる体制をつくっていく上での一つの重

要な要素であると思っています。 

 今後の進め方については、後ほど少し御相談しようか

と思っていたんですけれども、まだお話しいただいてい

ない方も実は若干いらっしゃいますので、そういった方

のお話をいただいてもいいのかなという部分が１つ。 

それから、これまで各ADRの機関から御報告いただきま

したので、そういったものを、ある程度、一覧表のよう

な形で集積をして、実績とか特徴とか、そういったもの

を見ていただけるような形にしてはどうかなと思ってお

ります。 

 そういうものを踏まえて、何がいい、悪いというのは

その中で申し上げることではないと思いますけれども、

いろいろな差があるというふうに存じておりますので、

そういったものを御認識いただいて、それぞれの皆様方

の方向性というものを、それを踏まえて考えていただい

てはどうかな、今のところはこんなふうに思っておりま

す。 

 

○山本座長 

 どうぞ。 

 

○小野寺構成員 

 認識という点では、毎回、私どもは参加して話を聞い

ていますから、どこにどういう対立点があってというの

は大体わかっているんですよ。ですから、ここから先、

国として、このADRをこんなふうに進めていきたいとい

う、何か方向性がないと、これから何をやっていったら

いいのかというのがわからないんですよ。何か方針みた

いなものを次回に示すというのは難しいんでしょうか。 

 

○山本座長 

 どうぞ。 

 

○渡部構成員 

 小野寺先生の言うことはわかるんですが、何か結論を

出すというほど議論が熟しているものでもないと思いま

して、ここでの在り方というのは、医療紛争において、

医療ADRのどのような形態のものが紛争解決としてうま

く機能しているのかということをお互いに知らせ合った

ということは実績として意味があることだったと思うん
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です。それで形態としては、今まで出てきているのは、

弁護士会の医療ADRと、それから医師会の中の、小松先

生がやっている茨城県医師会の典型的なものとしてやっ

ているものがうまく機能しているのではないかと私は思

っているんです。 

 ですから、それがどういうふうに、これからこういっ

た医療紛争の中で医療ADRがどう発展していくのかとい

うのは、今の段階で厚労省に結論を求めるのはちょっと

難しいかなという気がしています。ここで実績を発表し

合っていて、患者側も医療側も、あるいは医療ADR運営

者側も、相互の理解が深まってきたということは非常に

いいことなので、この取組みがあること自体が割合と医

療ADRを発展させる意味で重要なのかなと私は今まで思

っておりました。 

 

○小野寺構成員 

 そのことは全然否定するつもりもありませんし、私も

非常に今までの議論というのは有益だったと思うんです

が、一通りやったのではないかと思うんです。 

 それでは、先生はこれからどういうふうに日弁連とし

て進めていったらいいとお考えですか。 

 

○渡部構成員 

 ですから日弁連としては、これがなくても弁護士会の

医療ADRについては毎月ないし３か月に１度、医療ADR

特別部会で連絡をしていますね。それは言わば、我々内

部の弁護士会ADRとしての医療ADRについての連絡を密

にして、その中で発展していくというものである。これ

に対して、この連絡調整会議は、要するにそれ以外の医

療ADRも含めて連絡し、または医療機関あるいは患者側

の方々と意見を交換しながら、このADRという分野にお

いて、医療ADRと特化した分野において、どういうふう

に発展させていけるのかという意味で、大変プレゼンス

があるものですから、しばらく続けていった方がいいか

なと思っているんです。 

 ですから、それはどういうやり方かはわかりません。 

しかし、今までの実績発表のようなものを繰り返してい

くのか、今までのものをまとめていくのか、あるいは発

表していない方に発表していただくのか、いろいろあり

得ると思いますが、いましばらく続けた方がいいかなと

は思っております。 

 

○山本座長 

 私自身の認識をお話しさせていただきたいと思います

けれども、小野寺先生は一通り回って、ほぼ議論は尽き

たのではないかという、確かにそういう面もあるとは思

うんですが、１つは、まだ報告されていない、本日御欠

席ですけれども、例えば和田先生とか、ほかにもいらっ

しゃるかもしれませんが、御意見をまとめてお話しいた

だく機会があった方がいいかなということは思うのが１

つ。 

 それから、今まではそれぞれ１回で３人あるいは４人

の方から御報告をいただいて、その後、議論をするとい

う、今日のようなスタイルだったわけですけれども、そ

れぞれの御報告について、かなりアドホックな形で議論

がされていたような印象を持って、もう少し深められる

余地というのは私もあるように思います。例えば今日で

も、医療専門家をどのように関与していただくかという

点について、山田さんの方から今まで３つの類型があっ

たというようなお話がありましたが、その類型がそれぞ

れどういう意味を持って、どういうメリットがあり、ど

ういうデメリットがあるかというような、やや深めた検

討というのは必ずしも十分に行われていたようには思わ

れません。前回、たしか児玉先生からそれに近い趣旨の

お話があったのではないかと思いますけれども、厚生労

働省の見解云々の前に、やはりもう少し、この会合にお

いても問題を深めて、もう少し議論をした方がよいので

はないかと思われる部分はやはりあるような印象を私自

身としては持っております。 

 

○小野寺構成員 

 別に、ここでやめた方がいいということを言っている

わけでは何でもないんですが、ここから先、次のステッ

プをどういうふうに踏んでいくのかという方向性をどこ

からか示してもらわないと、集まる意味が半減するので

はないかということを言いたいので、やめなくてもいい

と思います。私も来ますけれども、更にもう一歩、前に

進むために、ここでどんな議論を闘わすべきかというこ

とをもうちょっと詰めた上で集めていただけないかとい

うことを申し上げたいんです。 

 

○山本座長 

 その御趣旨は大変よく理解できました。少なくとも、

本日は高杉先生に新たに御参加いただいて、私の認識で

は、議論のあれとしてはかなり大きく前進したのかなと

いう印象を持って、また、本日の議論も非常に有意義な

議論ができたのではないかという認識を持っております

ので、今の小野寺先生の御発言の趣旨も踏まえて、次回

以降、どういう形でこの会合を持てばいいかということ

は更に厚生労働省の事務局の方とも詰めたいと思います。 

 橋場先生、どうぞ。 

 

○橋場構成員 

 札幌弁護士会紛争解決センターの橋場です。 

 高杉先生、今日はどうもありがとうございました。驚

きすら覚えました。各地の医師会に医療事故の紛争処理

委員会が設置されておりますが、ADRや医療事故を専門に

扱っている弁護士からも、その中身が見えていないのが

現状です。つまり、どのようなういう仕組みになってい

て、手続がどのようにどういうふうに動いているのかに
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ついて理解ができていないところが多いのです。 

 資料２－１の提言の１４頁には日医の医師賠償責任保

険制度がADR的な機能を有しているという下りがありま

すが、今後の当連絡調整会議において、規則の開示など

を含めどのように動いている制度なのかについて明らか

にしていただける機会があれば、お互いの相互理解にと

って有益だと感じました。 

 

○高杉構成員 

 昨年10月まで、『日本医師会雑誌』にシリーズとして

九十何回、医療事故関連の、こういうことがあって、こ

ういうことがあった、これをこういう具合に処理したと

いうような、一話完結で３年半ぐらいにわたって、シリ

ーズが今度終わったんですけれども、そういう情報共有

はしています。ただ、個人情報ですから、公開はできな

い面がありますが、できる部分で皆で共有化しようとい

うようなことの工夫はそういうことでやっています。 

 それから、医療機能評価機構で病院の事故の評価は集

まります。それを我々は共有化して勉強しようとしてい

ます。それこそヒヤリハットから、いろんな薬の間違い

からいろんなことが、PMDAでも言えますし、そういう点

では、今、我々はとにかく人の失敗を一緒に共有しよう

という運動を繰り広げているところでございます。 

 あと個々で、例えば札幌で起こった事例で、その病院

の情報がどうなのか、これをよく見なければなかなか相

談に乗れないということは当然あろうかと思うんですが、

それは病院が応諾して、患者さんが求めて、話し合いを

始めて、どういうことが行われたかがわかるわけですか

ら、それは個々の症例でだんだん対応してくる病院が増

えてくるのではないでしょうか。 

 私は、裁判を避けるためにはこれしかないと思ってい

ますので、これは患者さんにとっても、病院にとっても、

メリットがある方向で動くのなら動けると思います。 

 

○山本座長 

 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

 

○橋場構成員 

 同感です。日本各地の医師会の医事紛争処理委員会の

規則がどのようなものなのか。そのようなレベルで、具

体的な情報をオープンにしていただくことは可能でしょ

うか。 

 

○高杉構成員 

 それは隠すようなことではないですから、どうぞお聞

きください。 

 

○橋場構成員 

 よろしいのですか。 

 

○高杉構成員 

 はい。 

 

○橋場構成員 

 ありがとうございます。標準的な規則をまず見せてい

ただければ理解を深めるきっかけにできます。 

 

○山本座長 

 今のようなことも含めて、次回以降、どういう形で会

合を進めていくかということは更に検討させていただき

たいと思います。 

 本日のところは、私の不手際で既に時間を超過してお

りますが、何かほかに御意見等がこの機会にございます

ればいただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。 

それでは、本日の会議はこれで終わりたいと思いますが、

最後に事務局の方からお願いいたします。 

 

○医療安全推進室長 

 日程の方はまた調整させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 また、先ほど少し申し上げましたけれども、これまで

お話しいただきましたことを踏まえて少し整理したいと

思いますので、そういったことをそれぞれのADRの機関

の皆様にはお尋ねするような手はずをとりたいと思いま

すので、御協力をよろしくお願いいたします。 

 

○山本座長 

 御協力のほどをよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はこれで閉会いたしたいと思います。 

 どうも、長時間にわたってありがとうございました。 

 

（了） 
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